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阪神地域都市計画区域マスタープラン等の変更（兵庫県決定）について 

 

 

１ はじめに 

都市計画区域マスタープラン（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針）

は、都市計画法第６条の２に規定する法定計画で、都市計画区域（阪神、播磨

東部、播磨西部、但馬、丹波、淡路の６地域）ごとに兵庫県が都市計画として

定めている。 

現在の都市計画区域マスタープランは、関連する市街化区域と市街化調整区

域の区分（区域区分）及び都市再開発の方針等とともに、令和３（２０２１）

年３月に改定されたものであるが、兵庫県は、概ね５年ごとに定期的な見直し

を行っており、令和５（２０２３）年１２月に「都市計画区域マスタープラン

見直し基本方針」を策定し、令和７（２０２５）年度末の改定に向けて見直し

を進めている。 

これまで、本審議会へ市素案の内容報告、本市による市素案の公表及び意見

募集の実施、その後、兵庫県による素案の公表及び意見募集を経て公聴会を実

施してきている。 

今回、これらの経過によりまとめられた各方針等の見直し案について、都市

計画決定に向けての手続きを進めるに先立ち、本都市計画審議会に事前説明を

行うものである。 

 

２ 各方針等の見直し概要 

(1) 「阪神間都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更(事前説明第１

号) 

（主な変更内容) 

市都市計画マスタープランとの整合を図り、阪急塚口駅周辺を地域拠点

に追加するとともに、新たに地域の課題や都市づくりの重点テーマを設定 

 

(2) 「阪神間都市計画区域区分」の変更(事前説明第２号) 

（主な変更内容） 

 本市に係る変更なし 

 

(3) 「阪神間都市計画都市再開発の方針」の変更(事前説明第３号) 

（主な変更内容） 

 二号地区の変更  １地区 → なし 

 課題地域の変更 １４地域 → １５地域 

 

(4) 「阪神間都市計画住宅市街地の開発整備の方針」の変更(事前説明第４号) 

（主な変更内容） 

本市に係る変更なし 
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(5) 「阪神間都市計画防災街区整備方針」の変更(事前説明第５号) 

（主な変更内容） 

本市に係る変更なし 

  

３ 阪神地域都市計画区域マスタープラン等の素案の公表結果 

(1) 意見の提出について 

 閲覧期間   令和７年６月４日～７月２２日 

ホームページ閲覧数 １２８回（尼崎市ホームページ） 

 閲覧者    ０名 

 意見書の提出者数 ４名（尼崎市域についての意見はなし） 

 

(2) 説明会の結果について 

 実施日   令和７年６月２７日 

 参加者数  ４名 

 

(3) 公聴会について 

 実施日   令和７年７月２２日 

 公述人数  ４名（尼崎市域についての意見はなし） 

 傍聴者数  ０名 

 

４ 都市計画決定に向けての手続き（予定） 

令和７年１１月 公告・案の縦覧 

令和８年 ２月 市都市計画審議会（諮問） 

   県都市計画審議会（付議） 

３月 県都市計画決定告示 

以 上                                                      
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市が策定 

阪神地域都市計画区域マスタープラン等の変更内容について 

 

１ 概要 

  兵庫県が都市計画区域マスタープラン、関連する市街化区域と市街化調整区域の区分（区域

区分）及び都市再開発方針等について令和７年度末の都市計画決定に向け、５年に１度の定期

見直しを進めており、今回これらの経過及び各方針等の見直し案について事前説明を行うもの。 

 

２ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 主なスケジュール 

年度 時 期 区域マスタープラン 区域区分 都市再開発方針等 

令和 

６年度 

５月 ― 市都市計画審議会委員個別報告 ― 
６月 ― 市素案公表・意見募集 ― 
１１月 ― 市都市計画審議会（報告） 

１月 ― ― 市素案公表・意見募集 

３月 ― 市案の申出 ― 

令和 

７年度 

４月 ― ― 
市都市計画審議会（報告）

市案の申出 
５月 県素案作成 

６月～７月 県による説明会・公聴会 

１１月 

県原案作成 

市都市計画審議会（事前説明） 

法定縦覧 

１月～２月 市都市計画審議会（諮問）・県都市計画審議会 
３月 （県）都市計画決定告示 

＜都市再開発方針等＞（都市計画法 第 7 条の２） 

 
＜都市計画区域マスタープラン＞ 

（都市計画法 第６条の２） 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

を定めるもの。 

① 区域区分の有無及び方針 

② 都市計画の目標 

③ 主要な都市計画の決定の方針 

（今回見直し） 

都市再開発の方針（都市再開発法 第 2 条の 3） 

再開発を促進する一団の区域等を定めるもの 

（今回見直し） 

防災街区整備方針      

（密集市街地における防災街区の整備の 

促進に関する法律 第 3 条） 

防災性の向上を図る一団の区域等を定めるもの 

（今回見直しなし） 

住宅市街地の開発整備の方針 

（大都市地域における住宅及び住宅地の 

供給の促進に関する特別措置法 第 4 条） 

住宅地の開発整備を図る一団の区域等を定めるもの 

（今回見直しなし） 

＜区域区分＞（都市計画法 第７条） 

都市計画区域について市街化区域と市街化

調整区域との区分を定めるもの。 

 （今回見直しなし（位置付けを継続）） 

個別の都市計画 土地利用 道路 公園 下水道 地区計画等  など 

＜市都市計画マスタープラン＞（都市計画法 第 18 条の 2） 

県が策定 

参考資料 
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４ 計画の位置付け・変更内容 

⑴ 阪神地域都市計画区域マスタープラン（今回見直し） 

一体の都市を形成する阪神間７市１町（尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西

市、三田市、猪名川町）を対象とする都市計画区域における都市計画の目標、区域区分の決

定の有無及び方針、都市づくりに関する方針（土地利用、市街地整備、都市施設、防災等）、

主要な都市施設等の整備目標等を定めるもの。 

ア 変更内容 

全県共通の事項を「ひょうご都市計画基本方針」としてまとめ、計画の全体構成の見直

しを行うとともに、新たに地域の課題や都市づくりの重点テーマを設定する。 

本市関連については、市都市計画マスタープランとの整合を図り、阪急塚口駅周辺を地

域拠点に追加するほか、主要な都市施設等の整備目標について事業の進捗及び今後の予定

を踏まえた変更を行う。 

 

⑵ 区域区分（今回見直しなし（位置付けを継続）） 

市街化区域（既に市街地を形成している区域及び概ね１０年以内に優先的かつ計画的に市

街化を図るべき区域）と市街化調整区域（市街化を抑制すべき区域）との区分であり、阪神

地域は、既成都市区域等の都市計画区域に該当するため、区域区分を定める必要がある。 

現 状：公有水面や河川敷、公有水面埋立て 

事業中のところを除いて、ほぼ全域 

が市街化区域 

   変 更：特定保留区域※の位置付けを継続 

  理 由：県の埋立て事業の竣工時期が未定 

であるため 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特定保留区域： 

計画的な市街化の見通しがある区域 
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⑶ 都市再開発の方針（今回見直しあり） 

市街化区域内にある計画的な再開発が必要な市街地における土地の合理的かつ健全な高度

利用と都市機能の更新に関する方針等を定めるもの。 

ア 地区等の考え方 

名 称 地区の概念 

計画的な再開発が必要な市街地 

（都市再開発法第 2条の 3第 1項第１

号）         【一号市街地】 

都市構造の再編や防災上の観点から土地利用の転換や市街地の

整備・改善を図る必要がある一体の市街地の区域 等  

（市域ほぼ全域、変更なし） 

再開発促進地区 

（同法同条同項第 2号） 【二号地区】 

面的整備事業や都市施設の整備を一体的かつ総合的に実施し、

再開発を促進すべき地区 

（阪急塚口駅北地区を課題地域に変更） 

特に整備課題の集中が見られる地域  

【課題地域】 

住工混在、老朽住宅の密集、公共施設の不足等整備課題が集中

している地域  

（武庫川周辺阪急新駅周辺地区を新たに追加） 

イ 変更内容 

① 阪急塚口駅北地区 

（見直し理由） 

・今後 5 年以内に事業実施予定がないため。 

・市場の火災跡地等の建替え更新が進み、面的な整備をする場所がほとんどないため。 

 

（現状：二号地区） 

（変更後：課題地域） 
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② 武庫川周辺阪急新駅周辺地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（見直し理由） 

・新駅設置に合わせて、歩行者空間等の  

  安全確保が必要なため。 

 

 

 

 

⑷ 住宅市街地の開発整備の方針（今回見直しなし） 

大都市地域に係る都市計画区域で住宅及び住宅地の供給を促進するため良好な住宅市街地

の開発整備に関する方針等を定めるもの。 

ア 地区等の考え方 

名 称 地区の概念 

重点地区 
一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域にお

ける相当規模の地区（例：ニュータウンや大規模団地等） 

イ 変更内容 

現在、重点地区はなく、今後の整備を予定する地区もないため変更は行わない。 

 

⑸ 防災街区整備方針（今回見直しなし） 

市街化区域内における密集市街地内の各街区について防災街区としての整備を図るため地

区の開発整備に関する方針等を定めるもの。 

ア 地区等の考え方 

名 称 地区の概念 

防災再開発促進地

区  

防災街区としての整備を図るため、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進

すべき地区（事業実施の具体性があり、住民のまちづくりへの参画が得られるもの） 

課題地域 

 

防災再開発促進地区に次いで、優先的に地域住民に対して防災知識の普及や防災意

識の高揚を図り、協働で防災性の向上に努める必要がある地域でかつ指標により抽出 

 

（現状：位置付けなし） 

（変更後：課題地域） 
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イ 変更内容 

(ｱ) 防災再開発促進地区 

  防災街区整備地区計画により、

今後も建替、防災性の向上を図る

ため変更は行わない。 

(ｲ) 課題地域 

  今後も優先的に地域住民に対し

て防災知識の普及や防災意識の高

揚を図り、協働で防災性の向上に

努める必要があるため変更は行わ

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 公表・意見募集の結果 

⑴ 阪神地域都市計画区域マスタープラン等の市素案の公表結果 

ア 阪神間都市計画区域区分 

 閲覧期間   令和６年６月７日～６月２８日 
ホームページ閲覧数 １９回 

 閲覧者    ０名 
 意見書の提出件数 ０件 

イ 阪神間都市計画都市再開発の方針等 

 閲覧期間   令和７年１月１０日～１月３１日 
ホームページ閲覧数 １１２回 

 閲覧者    ０名 
 意見書の提出件数 ４件（１名）（市素案の見直しを要する意見はなし） 

 

以 上   


